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(5)申告申請の対象となる雇用障害者の範囲と障害者の確認方法

令和7年度申告申請の対象となる雇用障害者は、令和6年4月1日～令和7年3月31日の間に雇用されており、下記
一覧のいすれかの方法により障害者であることの確認ができる方に限られます。また、対象障害者としてのカウント
は以下のとおりとなります。
＝写の重哩を‘' るについては 「 奎＞ 奎＞ 奎＞。 奎＞ 奎 の1で

いすれか1つの障害の種類を記入してください（精神障害者保健福祉手帳の有効期限にご注意ください。）。
特に、報告書（II) ［特定短時間労働者用Jについては、重度知的障害、重度身体障害、精神障害を有する湯合は
1人を0.5カウントし、重度以外の知的障害又は重度以外の身体障害を有する場合は他の条件 (P13(6)参照）を満
たす場合にのみ特例給付金（経過措置）の対象となります（この場合は、障害の等級・程度にかかわらす、雇用障害
者として1人を1カウントします。 ）ので、記入する際にご注意ください。
なお、障害者であることの確認については、，、則として手によるものとしまが 記の認方法により竺室
者でることが確認で 手以の確認法でのカウントのが大い E3合は手以ダの確認によ記入して
くだい えばし、一 至戸と地担‘王圭者＇センターから「戸と‘‘「｀ だ’|ー車の2つがる1E3
今には 顎｝「K 地拉竺圭 ＇センターの ‘‘lーニ 。戸「1 戸 と云 してごい

雇用陣害者としての 常用雇用労働

確認方法 等級・程度
障害者雇用状況等

者としてのカ
報告書(II)の記入 カウント数

ウント数
※ 等級は、身 カウント開始日

〔※ 詳細については各都道府県 〕体障害者障言 短時間以外 短時間 特定短時間 短時問以外 短時間申告申［青窓口にお問い合わせ 程度等級表に
確認記号 等級、程度 の常用屠用 労働者 労働者

の常用屠用 労慟者
ください。 よる級別 労働者 労働者

身体障害者手帳による
A 

身体障害を有することとなった日
重 （身体障害者福祉法に茎づく） ＝手帳の交付年月日
度

等級を数字 身体障害を有することとなった日身 指定医の診断書による ※1 
1~2級 のみで記入 ＝内部障害以外

体 身体障害者福社法第15条の規定により
※3 B 「1」 →障害が発生した日 2 1 0.5 1 0.5 

障 都逍府県知事が指定する医師
「2」 ＝内部障害

車＝ →障害が固定して障害の

者 産業医の診断書による ※1 C 程度が明らかになった日
労働安全衛生法第13条に規定する産業医 （内部障害とは ※2) 

身体障害者手帳による
A 

身体障害を有することとなった日

（身体障害者福祉法に塞づく） ＝手帳の交付年月日

身
等級を数字

のみで記入 身体障害を有することとなった日体 指定医の診断書による ※1 
3~6級 「3」 ＝内部障害以外

障 身体障害者福祉法第15条の規定により B 「4」 →障害が発生した日 1 0.5 1 0.5 ※4 
害 都道府県知事が指定する医師

「5」 ＝内部障害
者 「6」 →障害が固定して障害の
産業医の診断書による ※1 C 程度が明らかになった日
労衝安全衛生法第13条に規定する産業医 （内部障害とは ※2) 

重
療育手帳（愛の手帳等）

A A1 
度 A2など D 
知
による ※5 

※5 

的 「1」と記入 雇入れ日※8 2 1 0.5 1 0.5 
障
知的障害者判定機関の判定書に

害
よる 重度 G~k 

者
※6 

療育手帳（愛の手帳等）
B B1 
B2など D による ※5 
※5 

学校長の証明書による ※7 E 

施設長の証明書による ※7 F 

知
知的障害者判定機関の判定書に

G~k 「2」と記入 雇入れ日※8 1 0.5 1 0.5 よる ※6 
的

障 重度障害者職場適応助成金・重 重度以外

害 度障害特別雇用管理助成金•特

L 者
定求職者雇用開発助成金の対象

であった場合の支給決定通知書

等による ※9 

職揚適応訓練の受講指示対象で

あった陽合の受講指示による M 
※10 

公共職業安定所長の確認書によ
重度 N 「1」と記入 雇入れ日※8 2 1 0.5 1 0.5 る※11

IIB|9：：：：：ご：］` 芯犀ぞ p 「1」と記入 精神障害を有することとなった日 1 1 0.5 1 0.5 ＝手帳の交付年月日
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※1 身体障害者手帳を所持していない方については、指定医の「身体障害者診断書・意見書」又
は産業医の診断書によって確認することとして差し支えありません。なお、産業医の診断書に

ついては、障害者が現に所属する組織において選任されている産業医によるものとします。

く診断書に記載されていることが必要な事項＞

①氏名、生年月日

②障害名、障害の程度は身体障害者福祉法別表に掲げる障害に該当すること、障害程度等級

③障害固定又は障害確定（推定）年月日（内部障害）、疾病・外傷発生年月日（内部障害以外）

※2 内部障害とは．．．心臓機能障害、じん臓機能障害、ぼうこう・直腸機能障害、呼吸器機能
障害、小腸機能障害、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害、肝臓機能障害
注 音＝車の覗I 竺圭 I巳一矢の珍＂叩こ

※3 障害程度等級表の3級に該当する障害を2以上重複して有すること等によって、 2級に相当す
る障害を有するとされる方を含みます。 (※1に限る）

※4 障害程度等級表の7級に該当する障害が2以上重複する場合は6級として取り扱います。 (※1 
に限る）

※5 都道府県等によって療育手帳の名称・程度の表記が異なる場合があります。 療育手帳による場
合、確認記号は必す「D」を記入してください。
なお、再判定年月を過ぎていた湯合であっても、引き続き知的障害者として取り扱います。

名 称 ： 療育手帳、愛の手帳、愛護手帳、みとりの手帳
程度の表記 ： 重 度→R A A1 A2 A3 1度 2度 A重 A中

A2a A2b A最重度 A重度
重度以外→⑧ B C B1 B2 3度 4度 B中 B軽

B中度 B軽度 D 
（知的障害の程度 (A1、B2等）をそのまま記入すると、身体障害者とし
て処理されますのでご注意ください。）

※6 判定書による確認の場合は、下表の該当する知的障害者判定機関（施行規則第1条の2)の確
認記号を記入してください。 判定書ではなく療育手帳の湯合は、 「D」 (※5参照）を記入して
ください。

確認記号 判定機関名

G 精神保健福祉センター（精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第6条第1項）

H 児童相談所（児童福祉法第12条）

| 知的障害者更生相談所（知的障害者福祉法第9条第6項）

J 精神保健指定医（精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第18条第1項）

k 地域障害者職業センター（法第19条）

※7 昭和63年3月31日以前に、知的障害者（児）を対象とする養護学校若しくは特殊学級に在学
していだ方、若しくは卒業した方又は知的障害児施設、知的障害児通園施設若しくは知的障害者

援護施設に入所していた方で、当該学校長又は施設長の証明書（当該学校、学級若しくは施設に

在籍していたこと又は卒業したことを証明するもの。）、特殊学級については、在籍していたこ

とが確認できる書面及び意見書（知能指数及び身辺処理能力に関する意見書を記入したもの。証

明書で特殊学級に在籍していたことが確認できる場合を除く。）により確認できる場合は、知的

障害者として取り扱います。

なお、昭和62年の法改正により、納付金制度における知的障害者判定機関として地域障害者
職業センターが追加され、知的障害者判定機関の体制が整備されたことから、昭和63年4月1巳
以降の雇入れについては、学校長又は施設長の証明曇若しくは意見書による知的障害者の確認の

取扱いは行わないこととなっていますので、ご注意ください。
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※8 年度の途中に知か竺圭者で る旨の"|定を忠けた E3合でもその雇入の日に‘J.l 知B竺圭
者（璽度の判定の場合は璽度知的障害者）として取り扱います。

なお、既に知的障害者判定機関の「重度以外の知的障害者」の判定書等を所持している方で、

異なる判定機関により再判定の結果、重度知的障害者として判定された方については、その雇入

れの日に遡り、重度知的障害者として取り扱います。

まだ、既に重度の知的障害者の判定書等を所持している方で、異なる知的障害者判定機関によ

り再判定の結果、重度以外の知的障害者と判定された方については、程度の変更はせすに重度の

知的障害者として取り扱います。

ただし、同一の知的障害者判定機関による再判定の結果、程度の変更があり重度知的障害者

（又は重度以外の知的障害者）と判定された方については、判定された年月日をもって程度の変

更があったものとして取り扱います。

※9 特定求職者雇用開発助成金等の支給決定通知書等により「知的障害者」と確認できる場合は、
障害の程度によらす重度以外の知的障害者として取り扱います。

※10職場適応訓練の受講指示書により「知的障害者」と確認できる場合は、障害の程度によらす重
度以外の知的障害者として取り扱います。

※11 、1 4 630日PIにンの 1から5 でのい、かの い可てお、公共職業安
定所長の確認書（確認書の発行年月日は平成4年7月1日以降のものでも可）により「重度」と確
認できる場合は、重度知的障害者として取り扱います。

①知的障害の程度の重い者として、特定求職者雇用開発助成金の対象となった方

②知的障害の程度の重い者として、納付金制度に基づく重度障害者職場適応助成金の対象と

なった方

③重度の知的障害者として、職湯適応訓練の対象となった方

④求職登録において重度の知的障害者としての登録がされている方

⑤地域障害者職業センターの長から知的障害者社会生活能力調査票を添付しだ相談・検盃等

に結果連絡があり、重度の知的障害者に該当することが確認できる方

（注）公共職業安定所長の確認書は、本人又は保護者等から公共職業安定所長に対して確認依

頼書が提出され、当該確認がされた場合にのみ交付されるものです（確認書の交付（再交

付）に関する詳細は、公共職業安定所へお問い合わせください。）。

※12 ~宇雇，、、金 1 戸における＂ →宰者とは＂主→車 古止 交 は 2 

年間）の交付を受けている方のみです。

なお、更新の閻隔が2年を超えている場合であっても、同一の手帳番号の手帳が交付された場
合は、初回交付日から更新後の有効期限まで途切れることなく精神障害者として計上できます。
ただし 交 を， 1止した日 里Tる ＝の＂ →写 戸止 の夫六、に

竺し元の且日が tE3今 の引竺圭としで上 ことIで せんので、ご注意くだ

さい。

また、更新を申請中の場合は、申告申請書の有効期限襴に更新前の有効期限の2年後の日付を
記入することとし、①更新申請書の本人控えの写し②医師の診断書（精神障害者保健福祉手帳

用） ③精神障害を支給事由とする給付を現在受けていることを証する書類の写し（年金証書及び

直近の年金振込通知書又は年金支払通知書など。）のいすれかの書類の提出をもって、更新の手

続きが完了するまでの期閻に限り、継続して精神障害者であるとみなします。

ただし、更新後の手帳が同一の手帳番号で交付されなかった揚合は、結果として空白期間とな

り、遡って修正（納付金の増額申告と追加納付、調整金の減額申請）が必要となります。

障害者の方のプライバシー保護について

申請書等の作成に当たっては、障害者の個人名、障害の種類及び程度を記入していただ＜

ことから、 戸生―‘の しこ「プ―バシーに虐しこ王車の ・ 覗ガ ‘‘― 

ンに於って― 竺車ののフラバシーの由こノ寸ご門お直いし

詳しくは P94の「個人情報の保護 1をご参照くださいn



〇 ▲▲▲による 心臓機能障害（ペースメーカ、
除細動器）（ 級）

〔再認定期日 令和 年 月〕

本 人
判定記録

障害の程度
性別 男 女
住所 －－－－－－－－－

※ 障害者手帳等の確認書類にかかる留意事項
≪重要≫障害者手帳等の確認書類は全てのページ（カード様式の場合は両面）の写しが
必要です。写しに漏れや不鮮明な箇所等があり、障害の種類や程度・等級が確認できな
い場合は雇用障害者に該当しませんのでご注意ください。

身体障害者であることの確認書類

知的障害者であることの確認書類

★ 再認定制度により障害等級が変更された場合、再認定の期日を過ぎている場合、再交付された場合
提出にあたっては、氏名・生年月日だけでなく、等級・障害名・再認定期日（記載されている部分）が分かる

ページが必要です。

・ 申告申請対象期間中に身体障害者手帳等が再交付されている場合は、
等級変更の有無を明らかにするため、再交付後の身体障害者手帳等
（写）に加え、再交付前の身体障害者手帳等（写）をご提出ください。

・ 身体障害者手帳等に「再認定期日」が記載されている場合、再認定
期日の到来前の最新の手帳等であるかご確認ください。

・ 申告申請対象期間中に障害程度の再認定を受けている場合には、再
認定前の身体障害者手帳等（写）に加え、再認定後の身体障害者手帳
等（写）（履歴がわかる場合は再認定後のもののみ）を備え付け、保
管していただくとともに、 に記載する添付書類の提出の対象事業
主にあっては、両方の身体障害者手帳等（写）（身体障害者手帳等の
履歴がわかる場合は再認定後のもののみ）を申告申請書とともに提出
してください。また、再認定により雇用障害者の障害等級が変更と
なった場合には、報告書（Ⅱ）の「（ホ）身体障害者」の「前・現」
欄に「新たに認定された等級」を、「（ル）年度内等級等変更年月
日」欄に「手帳等の再交付日」を記入してください。

・ 身体障害者手帳等が再認定の期日を過ぎている場合は、厚生労働省
が策定した「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライ
ン」に留意の上、障害者に行政機関からの再認定に係る通知の有無、
再認定のための審査の状況を確認し、最新の身体障害者手帳等（写）
を備え付け、保管してください。

なお、申告申請書の提出後に、再認定により障害程度（等級）に変
更があった場合は、申告申請書の修正手続きが必要となる場合があり
ますので、各都道府県申告申請窓口にお問い合わせください。

写真

○○県 第 号
令和 年 月 日交付
令和 年 月 日再交付

氏名 千葉 太郎
生年月日 昭和 年 月 日

身体障害 旅客鉄道株式会社
程度等級 級 旅客運賃減額 第 種

○ ○ 県 印

障 害 名

・ 療育手帳「 」 「 」 「 」など（重度以外の知的障害者）
を所持している雇用障害者が、改めて、知的障害者判定機関の再
判定を受けた結果、「重度知的障害者」と判定され、「判定書」
の交付を受けているときは重度知的障害者として取り扱います。

この場合、判定書（写）も備え付け、保管していただくととも
に、 に記載する添付書類の提出の対象事業主にあっては、重
度知的障害者の判定書（写）を提出してください（療育手帳は提
出不要です。）。

・ 上記の事例のように、改めて、知的障害者判定機関から「重度
知的障害者」の判定書の交付を受けた者を雇用障害者として報告
書（Ⅱ）に記入する場合は、「確認記号」欄は知的障害者判定機
関を示す「 ～ 」の該当のものを、「等級・程度」欄は「 」
と記入してください。

・ 再判定年月を過ぎていた場合であっても、引き続き知的障害者

として取り扱います。

★ 知的障害者判定機関から再判定を受けた場合、判定書の交付を受けた場合

写真

号
令和○○年○月○日

氏名 法定 史郎

昭和 年 月 日生

○ ○ 県
印

氏名、生年月日だけでなく、障害の程度がわかるページの写しも
提出・保管してください（障害の程度等が不明の場合は、「障害の
種類・程度を明らかにする書類」には該当しません。）。ご注意く
ださい。

療育手帳
（例）

※ 都道府県に
より名称が異
なります。

（「愛の手帳」等）

、 、 は重度知的障害者、
、 、 は重度以外の知的

障害者です。

※ 再認定により身体障害者手帳が再交付
され等級が変更となったが再交付日が記載
されていないカード様式の手帳の場合は、
再認定前の身体障害者手帳を確認し、原則
再認定期日（年月のみ記載の場合は月末ま
で有効）の翌日から等級変更します。

なお、他の書類（自治体から別冊として
再交付日が記載されている書類や本人が自
治体に依頼して発行された書類など）を
もって再交付日を確認することもできます。

等級・障害名・再認定期日が分かるペー
ジも提出・保管してください。（カード様
式の場合は、裏面に記載されています。裏
面のコピーも併せて提出してください。）

再認定期日が経過した身体障害者手帳等のみでは、期日後は雇
用障害者に該当しなくなります。ただし、再交付された身体障害
者手帳等に障害程度の変更がない場合は、空白期間も遡って計上
できます。なお、再認定により障害程度が変更となった場合は、
再交付日前日まで旧等級となります。

また、申告申請後においても、引き続き再認定前と後（履歴が
わかる場合は再認定後のもののみ）の身体障害者手帳（写）を保
管する必要があります。
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※ 障害者手帳等の確認書類にかかる留意事項
≪ ≫奎 の詈 1全てのぺ＝ジカ＝ ＊ェの—I のしが
必゜で いこ： 8]「―が 拿の 口。＇が号でア

い揚合は雇用障害者に該当しませんのでご注意ください。

身体陣害者であることの確認書類

玄 再認定制度により障害等級が変更された揚合、 再認定の期日を過ぎている場合、再交付された場合
提出にあたっては、氏名。生年月日だけでなく、等級。踪古名。再謬定期日（記磁されている部分）が分かる
ページが必要です。

333111 

阿
2 8 20 
4 8 20 

44 8 8 

1 1 

口
P64 r ヽ

ヽ ． 
／ 

J 
1 

6 8 

/” 

／ ク
ヽ

／ 再認定姐日が経過した呈佳匿琶香圭帳箋のみでは3 姐日後は屈‘
用囮宮音に該当しなくなりま豆。ただに再交位された呈佐塁宮
蚕圭張筈に匿宮程度の変更がない掘合iふ空白朋閻名翅って計上
できま豆。な益亘認定により匿宮程度が変更となった煽合（ふ
再交位日前日まJ:I日筈級となりま立。
また~奎告室諸後においても~ 引き続き再認定前と後（履歴が
ねかる掘合は再認定後のもののみ）の身佳四言蚕圭帳（宣）を保
＼詈豆る必要がありま立。 ＼ ノ

知的障害者であることの確認書類

＊ 知的降宮者判定機関から再判定を受けた場合、 判定孟の交付を受けた場合
9 ―-----

B, B1, B2 

‘------/、 巴P64 

37160 

41 5 6 

ロ
G K 

A 

氏名、生年月日だけでなく、葬害の程度がわかるページの写しも
コ 。一 — い Fl室!(J) 、Bのコー 「Fl奎の
o Bーヽ こ こ 珍‘ ご‘―

ださいn

A2 
B2 



49

申
告
申
請
等
の
流
れ

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
２　

雇
用
障
害
者
の
総
数
の
把
握

精神障害者であることの確認書類（※ 精神障害者保健福祉手帳のみ）

＊ 申告申請対象期間中に有効期限が切れている場合、更新されている場合

・ 精神障害者保健福祉手帳の有効期限が切れている
湯合は、有効期限の翌日以降から申告申請の対象障
害者として取り扱うことができません。 「プライバ
シーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン」
に留意し、手帳の更新の有無の状況をご確認いただ
き、更新されている場合は、更新後の手帳（写）の
提出をご依頼ください。

・ 申告申請対象期間中に手帳の更新を行っている場
合（※）は、更新前の手帳 （写）に加え、更新後の
手帳 （写） （更新履歴がわかる撮合は更新後のもの
のみ）を備え付け、保菅していただくとともに、
P64に記載する添付書類の揮出の対象事業主にあっ
ては、両方の手帳 （写） （更新履歴がわかる撮合は
要新後のもののみ）を、申請書とともに提出してく
ださい。
なお、申告申請対象期間中に手帳更新されている
揚合 （※） 、報告書 (II)には更新後の有効期限を
記入してくださいn

※ 更新後の有効期限の2年前の日の翌日が申告申請
対象期閻内である場合が対象となります。

巴
氏名

住所

生年月日

等級

交付日 令和3年6月1日

有効期限 令和5年6月30日

平成六郎 OEl 
昭和46年12月9E3

精神保健及び精神障害者福祉に関

する法律第45条の保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳であると確認できる部
分も提出・イ呆管してください。
なお、カード様式の揚合は裏面に記載されてい
ます。カード裏面に「更新記録がない」場合で
あっても、裏面のコピーも併せて揮出してくださ
し＼。

(6)障害者確認書類の傭え付け及び保管

事業主は、雇用する障害者について、 法第81条の2及び施行規則第43条に基づき障害者である
こと Bらかに ことので 車哩 P45の 「覗｝ に六しこの 戸―、 l ‘艮＇ん
後も3年間保菅しなければなりません。
（詳しくは、 P89～の条文抜粋をご確認ください。）

(7)精神障害者である短時間労働者のカウント方法について

0特例措置の概要について
り 30 4 から＂主竺圭の―が圭吹ヒ したーで＇主→圭は →圭 知
B土車にべ’iE3一＞ ＜が氏 Tってお こ―しこ王 I‘ 水―いの―T 、 1 平晉

が設けられましたn

精神障害者である短時間労働者については、 1人を1カウントします（この湯合の短時間労働者
は、凋所定労働時間が20時間以上30時間未満の方だけではなく、週所定労働時間が30時間以上
であって、乖離判断の結果、実労働時間が月80時間以上120時間未満に該当することとなった方
も含みます。）。
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※ （参者）障害者の確認書類の様式例
P45「(5)申告申請の対象となる雇用障害者の範囲と障害者の確認方法」の表にある確縁方法の一部の様
式例 CB・ K • L • N)となります

指定医の診断書（B) 地域障害者職業センターの判定書 CK)

棟只第 5曇

別艇

様式 l

身体障省t布て断冨• 意見書 （

葛后集

“用）

| 疇＂h
＂生 ．（） 攣男女氏名

大王
年月

昭和
平成

“: 9i 

(D 障害名 （郷位を明記）

a 暉因となった 交遍．労災．そ，，II!!の事故．攣傷．鴫災．

g:9・外屑名 自然災害． 5病．先天怜；． その旭（ J 

o g：脅 ・外11雙1年月 n 年月 n．櫨＇”i

① 参考となる狂遍 ・匹（エックス緯写真及び検ぷ9nしを含む．）

闘苔嗣定又9也苔醜定（撞定） 年 n a 
R 総合所見

（西阿ヽ3定 賽 ・不璽J

（阿謬定の•,y`’ 年 月）

R その飽拿考となる合併迂状

上記のとおり寸■げる． 併 て以下の意兄を付す．
年月

＂ 
9虹は3鴫所の名賽
所 在 地
お痘担当利名 科 尻鯖i氏名 ≪ 

暑信：llil'i§言饂仕柱第 I5条第39iの意兒． 直育糧度専級についても拿考意見．を記入）
疇育の帽'"・兵t訂攣有名で` 祉法ll'l去に111,-rる疇害1こ

．該辛する （ 級m当）
．該当しない

注意 I 障再名に．は喪在起っている障曾．例えば両Ill.硯j)障習頁耳ろう．右上下舷“賽．
心攣隕範障害寄を記し．犀囚 となった疾行には．繹内障．完天t:t.攣疇、111年中、 ＂
帽弁鰈繁窄事麻因となった釈e を記入してください皐
2 蠣利員[E柏畷等の遍応の判廠を賽する庄例については、 ば『科民鱒による謬断冨・

意見富J(ll'J議式を距付してください．

3 /lJ害区分や寄級決定のため．地方仕会温祉審議会から＆めて次頁以隣の郷分に
ついてお問い合せする遍合があワます．

令和年月 B

戻

支祁 障詈者閑票センタ ー所長 O 

御依頼のありました件については、下記のとおりです ．

l 氏名

2 生年月日

租J 定

紀

年月日 （

3 判定結果

"a詈者の雇用の但進等に関する法律J （咽和 35年法律第 123号 ）

第 2条第 4 名の夕U的隅嘗膏であると
利定され¢.

司定 されない．

冤 2染第 5 号の重；虔

男・ 女

判定される ．

判定されない．

義）

重度障害者職場適応助成金等の支給決定通知書
（特定求職者雇用開発助成金） （L) 

公共職業安定所長の確認書 (N)

年月日

特定求謙者雇用開発助成金（特定就職困難者雇用開発助成金）

第期支給決定通知書

殿

平汲 年 JI 町付けで印請奮受け付けた糟定求職零層川調亮助咸金（特定U III鳳看層

用調更馳成傘）について．下記のとおり支給とすることに決定し事したので過知します．

記 I I ご依頼のありました件については、下記の通りです。

It ●I 1 •5t・月 日 生¢噂）

械髯量専●号 島卓彙支緯霧号 ..,年..亭庫・學 • • 記

雌鱈'.,..,鍼’""“" 
|2-ー1：二 ． 馳鹸亭 ／
|”に創象となる闊鸞 I平戚年 月 9 ～平成寧J1 9 
|4烹捻訊定“ | 門

ロロニ金吐匹傘口塵●鯵

．＂．事戴 厨主の介暮●●

（本人）殿

1 氏名

確認•

男・女

平成年月日

公共畷案安箇所長印

2 生年月日 年 月 日

3 惰認結景

濯習者の胴の促遍等に関する法律」（昭和35年法律第 123号）第2条第5号

の霊度惰神渾翡者とみなされることを確認する。

●不叉鎗決定・・ I (Il " 

"‘”””””ら I(2l (I)の・は 12)，，●●
によ9文鯰賣伸に鵬●しな
いたの文緯し●＊ん．

I :t給快宣された會●が‘........。IIに..,込●れる重で1こはある饂虞闊I)●憂し拿すのでごT承下さい．

2 次の各砂いずれかに額畠する濃合n、酌戴拿の逗llを＊められることがあります．
9 1）贔りその・不正の行為により酌庫彙の文鯰と曼19た綸合
9 2 ）鰭彙9臼•JI角しな く なった·什 （ただし．次のイから＝量でのいずれかに霞当ずる●“...く)
4．蜻象9曇の賣めに艤.,.べ●亀●によ9蜻JIした・合
..鱚拿”......aの合により霞攣した蛉
＾・心”●看が配Cした合
e.＂災その 1l...b●胃ない躙膚により事露の履攣が不可筐となった●合

9 次國亭讐昂閏ば、半“ .. • "から亭賦 ● 月 H事で",.聞です．




